
労災保険指定医療機関の皆さまへ

現在、労災診療費の電⼦レセプト請求ができるようになっていますが、
電⼦レセプト請求を実施する医療機関の負担軽減を図るため、以下のとおり
「労災電子化加算」を算定できることとしています。

「労災電子化加算」を算定できる
期間が延⻑になりました

（別紙）

オンライン⼜は電⼦媒体による労災診療費の請求を⾏った場合に、
電子レセプト１件につき５点が算定できます（初診・再診を問いません）。

※ 平成26年３⽉診療分までは、電⼦レセプト１件につき３点の算定となります。

「労災電子化加算」を算定できる期間は、平成３０年３⽉診療分まで
となる予定です。

※ 薬剤費レセプトは、「労災電子化加算」の対象とはなりません。
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請求に当たっての注意事項

電子レセプト請求を開始するに当たっては、所定の手続きが必要とな
ります。届出・設定などの詳細は、厚⽣労働省ホームページをご覧くだ
さい。
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